




1.保健所における乳幼児健診(1 次スクリーニング)で異常の疑いある者につき,所内で専

門医による二次スクリーニング(特殊健診)を行ない,その上で必要に応じ精健票を発行し

て医療機関に依頼する方式を試みつつあり,モデルとして 5保健所にっき予算を獲得した。

この特殊健診方式は,精健にまわす例数と精選することにより,以後の追跡調査,保健指導

を向上させ,質のよい健康管理につなげることができる。 


